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はじめに 
 

 

このハンドブックは、データの捏造等や倫理的遵守事項の無視といった研究活

動における不正を防止する観点から、本学の教職員や大学院生などに対して、不

正行為に対する認識をできるだけ、分かりやすく記載したものです。 

昨今、我が国では研究活動上の不正行為（倫理指針・ガイドラインを遵守しな

い臨床研究、データの捏造、研究費の不正使用等）が相次いで指摘されるように

なり、教育研究機関のコンプライアンスの徹底と自覚、研究費使用に対する公正

性の確保が一層強く求められています。しかし、実際問題として、教職員間での

使用ルールの不徹底や、過去の習慣をそのまま踏襲している、あるいは故意とは

いえないまでも、事務的な手続きの煩雑さなどから不正行為として認定される例

が絶えません。そのため、これに対応するために、研究活動上の不正行為の防止

に向けた取り組みの一環として、本ハンドブックを作成いたしました。 

なお、本ハンドブックは基本的なルールなどを示したものであり、全ての制度

に適用できるものではありません。特に、研究費の使用に当たっては、当該資金

制度で遵守すべきルールなどを確認した上で、本ハンドブックをご活用下さい。 

関係各位におかれましては、科学の自律性が社会からの信頼と付託の上に成り立

っていることを自覚し、教育研究活動が果たす社会的使命をご理解の上、益々の

研究活動の発展にご尽力をいただきますよう、お願いいたします。 

 

国立大学法人東京医科歯科大学長 

田中 雄二郎  
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１．基本理念 
 

 

 

『 知と癒しの匠を創造し、人々の幸福に貢献する 』 

学問と教育の聖地、湯島・昌平坂に建つ本学は、医療系総合大学とし

て「知と癒しの匠」を創造し、東京のこの地から世界へと翼を広げ、

人々の健康と社会の福祉に貢献します。 

● 教育について 

幅広い教養と豊かな人間性、高い倫理観、自ら考え解決する創造性

と開拓力、国際性と指導力を備えた人材を育成します。 

● 研究について 

さまざまな学問領域の英知を結集して、時代に先駆ける研究を推し

進め、その成果を広く社会に還元します。 

● 医療について 

心と身体を癒す質の高い医療を、地域に提供するとともに、国内さ

らに世界へと広めていきます。 

この理念に基づき、本学の全構成員がそれぞれの役割を自覚し、自ら

の使命を果たします。  
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２．教職員と大学院生の責務 
 

 

 

〇 教員、研究者、事務職員及び研究支援員など研究活動に係る全ての教職員（以下「教

職員」という。）及び大学院生等は、高い倫理性を保持し、研究費を適正に使用する

と共に、研究活動上の不正行為を行ってはならない。 

 

〇 教員、研究者及び大学院生等は、研究の立案、計画及び研究成果に関し、記録・保

存しなければならない。なお、研究成果は社会に公表しなければならない。 

 

〇 教職員及び大学院生等は、研究の実施及び研究費の執行にあたっては、当該研究の

実施責任者の指示に従わなければならない。 

 

〇 教職員及び大学院生等は、統括管理責任者（研究・改革担当）やコンプライアン

ス推進責任者が実施する研究活動上の不正行為の防止に関する教育・研修に参加

しなければならない。 

 

〇 教職員及び大学院生等は、国立大学法人東京医科歯科大学における研究活動に係る

不正行為防止規則（平成２７年１月２２日規則第７号。以下「不正防止規則」とい

う。）に定める研究不正に関する調査に協力しなければならない。 

 

〇 本学では、不正防止規則のほか｢東京医科歯科大学研究活動不正防止計画｣を定めて

おり（平成２７年９月３０日改訂）、これをよく遵守すること。 

 

〇 研究者の倫理行動に関することは、「国立大学法人東京医科歯科大学における研究

活動に係る行動規範（平成１９年１０月１６日制定、平成２６年９月２４日改

正）に定めており、これをよく遵守すること。 
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 不正行為防止規則において、本学において行われる全ての研究活動に対しては、

学長が最高管理責任者、学長の指名する理事が統括管理責任者、各部局長等がコ

ンプライアンス推進責任者として、不正行為を防止するための対策を策定・推進

し、不正行為への対応を行うことになっています。 

 

 

 

 

 

最高管理責任者（学長）

コンプライアンス推進責任者（各部局長等）

研 究 倫 理 教 育 責 任 者

統括管理責任者（学長が指名する理事）

統括管理責任者（研究倫理教育責任者）

研究推進協議会のメンバーである、

コンプライアンス推進責任者

又は

コンプライアンス推進副責任者

各部局等のコンプライアンス推進副責任者

各部局から参加

統合研究機構事務部

不正防止計画・推進委員会
不正防止計画・推進部署

研究推進協議会
【直属】

※「不正防止計画・推進委員会」に参加しない部局においても、委員会と連携を密にとることとす

る。 

３．不正防止責任体制 
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コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号の責

任を負う。 

 

（１）自己の管理監督する部局等における研究不正防止対策を実施し、実施状

況を確認するとともに統括管理責任者に報告する。 

 

（２）不正防止を図るため、部局等内の研究活動に関わる全ての構成員に対

し、コンプライアンス・研究倫理教育（研究費の使用ルールやそれに伴う責

任、研究者に求められる倫理規範、どのような行為が不正行為に当たるのか

等を理解させるための教育）を実施し、受講状況を管理監督する。 

 

（３）自己の管理監督する部局等において、構成員が、適切に研究活動を行っ

ているか等をモニタリングし、必要に応じて改善指導する。 

（不正防止規則第４条第５項） 
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４.研究活動上の不正行為 
 

 

 

 (１) 特定不正行為 

研究における不正行為は、以下の 4 項目に大別されます 

 
このような不正行為が発覚した場合には、論文の修正・撤回、研究費の

返納、申請資格の制限、懲戒処分、刑事告発を受ける場合があります。 
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 (２) その他の不正行為 

 

 

 

このような事例について、最高管理責任者が悪質と認めた場合、不正行

為として取り扱うことがあります。 

 

(３) なぜ不正行為が起きるのか？ 

 

 

 

 

医学・歯学に関係する研究は、人類の健康と福祉に直接貢献する重大な責務

を担っていることを各研究者が、高い倫理観のもとでの透明性と説明責任を自覚

することが必須になります。本学では研究不正を未然に防ぐことは、本学教員、研

究者自身を保護し、ひいては科学・学術の利益に通じるものであると考え不正防

止に向けて、以下の取り組みを行っています。 
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１．研究倫理教育の強化・周知 

ＦＤにおける教職員へのコンプライアンス・研究倫理教育 

大学院初期研究プログラムでの講義 

 上記プログラムにおいて、修士課程は必須。 

                  博士課程においても単位化  

e ラーニング（コンプライアンス・研究倫理教育）の受講と誓約書の提出 

 本ハンドブック３３、３４ページを参照して下さい。 

 

２．研究室における研究データの管理と閉鎖性の排除 

研究データ、ノート等の１０年間保管義務 

博士課程大学院生の複数指導体制 

研究者倫理の涵養 

 

３．研究不正に対する厳格な対応 

研究不正に対して厳しい姿勢で臨むことで、不正を行うことの動機を挫きます。 

 

４．通報者の保護と悪意に基づく通報の防止 

ホームページでの告発の流れ 

 本ハンドブック１９、２０ページを参照して下さい。 
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（１） 医歯学研究推進における様々な倫理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に対し、各教員、研究者が自覚を持つことが必要です。これらに反する行動を行っ

た場合は、不正行為とみなされます。そのため、東京医科歯科大学では≪安全で適正な

実験のための体制≫や安全保障輸出管理 、秘密情報管理 、利益相反、ヒトを対象にし

た研究（臨床研究）に対しては≪研究倫理審査体制≫のほか、臨床研究にかかる利益相

反について定めています。 

  

 

５．医歯学研究推進における

倫理と不正行為 

①倫理審査 

②インフォームド・コン

セント 

③データ管理・利用 

④個人情報の保護 

⑤開示・非開示 

⑥安全管理 

⑦動物実験 

⑧感染微生物実験 

適正な研究活動 秘密情報管理 

⑫国際的な共同研究 

⑬外国人研究者の受け入れ 

⑭安全管理 

⑨公正な成果公表 

⑩研究費の取扱い 

⑪兼業申請 

⑮国内外の持込み・持出し 

⑯組換え体の封じ込め 

利益相反 安全保障輸出管理 生物多様性 

被験者保護 
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（２）安全で適正な研究のための体系 

本学で基礎研究を実施するためには、「『安全で適正な研究』に係る研修会」の受講

による「基礎研究 ID」の取得が必須です。また、ヒト（試料・データを含む）を対象とする

研究計画を実施するためには、同様に「研究倫理講習会」の受講による「受講証番号」

の取得が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

〇各講習会 

講 習 会 対象者 有効期間 

「安全で適正な研究」に係る研修会 微生物・毒素等を用いた研究、特

定病原体等を用いた研究、遺伝子

組換えを行う研究及び動物実験を

行う研究者 

（基礎研究 ID の取得希望者） 

 

３年度 

 

実験動物センター利用 ID 取得セミナー 実験動物センター利用希望者 

研究倫理講習会 ヒト（試料・データを含む）を対象と

する研究を行う全ての研究者 

１年度 
ラジオアイソトープ取扱者に対する安

全取扱講習会 
ラジオアイソトープを利用する教職

員及び学生（当該学生の指導を行

っている分野長及び教員を含む）

等 

※｢安全で適正な研究に係る研修会｣もしくは｢研究倫理講習会｣を受講し ID を取得する 

研究基盤係 研究基盤係 研究基盤係 研究基盤係 
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※無申請・無届け、無資格で研究を実施した場合には、研究不正とみなされ、処分を

受けることがあります。 

○ラジオアイソトープ（RI）の取り扱いについては、「ラジオアイソトープ取扱者に対する

安全取扱講習会」を４月、１０月に実施しています。また健康管理のために、保健管

理センターで行う「放射線業務従事者健康診断」も受診する必要があります。 

  通知をよく確認して下さい。 

  ○実験によっては、複数の申請書類や MTA（Material Transfer Agreement）が必  

要になります。各種申請や研修会受講についてご不明な点については統合研究機

構 研究基盤係（ kenkyo.adm@tmd.ac.jp ）へお問い合わせください。なお、MTA

に関しては、本ハンドブック２７ページを参照してください。 
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（３）臨床研究の研究倫理審査の体系 

 

臨床研究を行う場合には、一部の例外を除き、研究開始前に研究計画について倫

理審査を受ける必要があります。研究開始後あるいは研究終了後に倫理審査を受け

研究の種類 研究の内容・対象 適用法令等 審査委員会 申請窓口 

治験 
医薬品・医療機器・再生医療等製品の承認申請を

目的とする研究 

薬機法 

ＧＣＰ省令 

ＩＲＢ（治験等審査

委員会） 

（医病）臨床試

験管理センター 

介入研究 

（通常の診療を超

える行為を研究目

的で行う研究） 

特定臨床研究 

未承認・適用外の医薬品等の臨床研究 

・企業から資金提供を受けた医薬品等の臨床研究 

※臨床研究法では医行為の有効性安全性を評価

する研究だけを「臨床研究」と定義して法の対象と

しており、いわゆる観察研究や疫学研究は対象

外。 

臨床研究法 

CRB（認定臨床研

究審査委員会） 

 

臨床研究 

・特定臨床研究以外の医行為（医薬品等投与*1、

穿刺・切開・放射線等照射、心的外傷に触れる質

問等の行為を含む）などの健康要因を制御する行

為を研究目的で行う研究 

*1 適用内で医薬品等投与する場合は臨床研究法

の「非特定臨床研究」に該当するが、同法では「努

力義務」として特定臨床研究と同様に取り扱うこと

を推奨している 

人を対象とする生命科

学・医学系研究に関す

る倫理指針 

臨床研究審査委

員 会 （ 本 学 附 属

病院で行う場合） 

倫理審査委員会

（附属病院外で

行う場合） 

医療イノベーシ

ョン推進センタ

ー（電子申請） 

遺伝子治療研究 
ex vivo 以外 遺伝子治療研究指針 

ex vivo 

再生医療等の安全性

の確保等に関する法律 

特 定 / 再 生 医 療

等委員会 

特定認定再生

医療等委員会 

事務局 

（研究基盤係） 

再生医療に関する研究 

非侵襲的研究 

・食事運動療法等 

・軽微な侵襲のみを含む研究 
人を対象とする生命科

学・医学系研究に関す

る倫理指針 

倫理審査委員会

（医学部・歯学部

教養部・生材研・

難研） 

※生材研は他の

部局へ審査委託 

医療イノベーシ

ョン推進センタ

ー（電子申請） 

観察研究 診療情報等 

フィールド研究 
・疫学調査 

・アンケート調査 

ヒトゲノム・遺伝

子解析研究 

ヒトのゲノムや 

遺伝子解析を含む研究 
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ることはできません。 

倫理審査委員会では、申請された研究計画等について、倫理的妥当性とともに科

学的妥当性について判断します。 

※平成 30 年 4 月 1 日に臨床研究法が施行となったことから、特定臨床研究につい

ては全て認定臨床研究審査委員会で審査を受けることが必要になりました。 

 

（４）臨床研究における各種申請手続き（サポート体制） 

 

 

インフォームドコンセントが不要と考えられる臨床研究についても、倫理審査を受

ける必要があります。 

なお、患者さんから同意を得て発表する症例報告（１例報告）については、倫理審

査を受ける必要がないとされています。 

     介入を行う研究では、その開始前（参加者の組み入れ前）に jRCT などの公開デ

ータベースに計画を登録・公開し、変更や進捗に応じて更新しなければなりません。

jRCT 等への登録 

※担当委員会は、

13 ページを参照 
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また、侵襲を伴う研究では、研究参加によって発生した健康被害に対して保険加入

などの補償措置をあらかじめ策定し参加者へ説明しておく必要があります。 

 

（５）臨床研究（医学部附属病院）におけるガバナンス体制 

 医学部附属病院では、全学の不正防止計画・推進委員会等のガバナンス体制の

下、治験や臨床研究の実施に関するガバナンス体制を整えています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※臨床研究法における特定臨床研究の利益相反管理については利益相反管理基

準を作成し、研究全体の利益相反について管理計画を作り、当初計画を認定臨床研

究審査委員会へ提出すること等が要請されます。また、同様に再生医療等提供計画

・※特定臨床研究（資金提供、未承認・適用外） 

・先進医療、その他侵襲を伴う介入研究等 

臨床研究審査委員会 認定委員会 

利益相反 

マネジメント委員会 

医学部附属病院 

※部局等のコンプライアンス責任者又は副責任者で構成 
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の申請の際に利益相反について、特定認定再生医療等委員会への提出が要請され

ます。 

   

【臨床研究法該当研究で本学認定委員会にて審査する申請の流れ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本学以外に設置された認定臨床研究審査委員会で審査・承認された研究計画に

本学附属病院が参加する場合は、上記（B）以下の病院長の実施許可のみが必要になり

ます。 
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【再生医療等提供計画の申請の流れ】  
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（１）環境安全管理室の概要と業務 

毒物及び劇物を含めた化学物質の入手から保管、使用、廃棄に至る管理を一

貫した全学レベルで取り組んでいます。 

   

        

６．環境安全管理室 
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（２）環境安全管理体制 

環境安全管理体制は、管理者・責任者として管理監督者（部局長及び分野長）又は常 

勤職員を充てることにより、その役割と権限を明確にして責任体制を明確にしています。 

（３）化学物質管理支援システム 

化学物質管理支援システム YAKUMO は、各分野における化学物質の管理状況を 見

える化することで、化学物質の管理支援だけでなく、化学物質管理に対する教育効果も

高まるようになっております。これから取り扱う化学物質の危険性や有害性を知りやすい

ように、バーコードラベルや化学物質安全データシートに法規制情報を表示しています。

さらに、保管リスト、保管量、使用量、在庫量、廃棄量の把握をすることも可能です。これ

らによって、大学のどこに、どのような危険性・有害性のある化学物質がどれだけあるか

把握することができます。 
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（１）不正が疑われる場合の処理手順 

要件を満たす通報があってから、予備調査にて、30 日以内に調査委員会による調査を

実施するか否かを（調査対象の要件を満たすか、合理性や調査可能性等を加味して）判

断します。調査が必要と判断する場合には、本調査実施の決定から 30 日以内に調査を

開始します。通報者は、調査委員会の委員構成について 14 日以内に異議を申し立てる

ことができます。 

本調査開始から 150 日以内に不正行為の有無、また悪意に基づく通報であったのかど

うかの認定を行います。認定後についても、弁明の機会が与えられます。 

 

７．不正行為への対応 
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時間軸を中心に図示すると、次のようになります。 

 

 

 

（２）不正と認定された場合 

  下記のような処分が行われることとなります。 

1．不正に受給（使用）した研究費の返還（有利息） 

2．悪質な場合は刑事告発 

3．本学の規則に基づく懲戒処分 

4．競争的資金の応募資格の停止 
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（３）競争的資金の応募資格の停止期間 

 「競争的資金の適正な執行に関する指針（平成 17 年 9 月 9 日 競争的資金に関する

関係府省連絡会申合せ）」では、競争的資金において不正を行った研究者及びそれに

共謀した研究者に対し、当該競争的資金及び他府省を含む他の競争的資金について

応募資格を制限することとしています。 

平成 29 年 6 月 22 日の改正により、以下のように応募制限が科せられることになり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※以下の場合は、応募制限を科さず、厳重注意を通知する   

・②～④において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少

額な場合   

・⑥において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合 
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※文部科学省の競争的資金ばかりでなく、他省庁の競争的資金についても応募資格を失うことにな

ります。 

※不正経理、不正行為ともに当該研究者のみならず、共同研究者や研究指導者にまで処分が及ぶ

ことになります。さらに、部局や研究機関全体の研究が一定期間停止することもあります。 

 

（４）不正行為の防止に関する対応窓口 

本学における研究活動上の不正行為に関する通報、相談（通報にまで至らない段階

の相談）の窓口は次のところで受け付けています。 

 

【研究不正防止計画・推進部署（統合研究機構）】 

〒113-8510 東京都文京区湯島一丁目五番地４５号 

電話：03-5803-5024（FAX 共通、受付時間： 平日 8:30～17:15)  

Ｅ-mail: warning.adm@tmd.ac.jp 

 

不正行為の程度
相当と認めら

れる期間

１０年

当該分野の研究の進展への影響や社会的
影響が大きく、又は行為の悪質性が高い
と判断されるもの

５～７年

当該分野の研究の進展への影響や社会的
影響が小さく、又は行為の悪質性が低い
と判断されるもの

３～５年

上記以外の著者 ２～３年

２～３年

当該分野の研究の進展への影響や社会的
影響が大きく、又は行為の悪質性が高い
と判断されるもの

２～３年

当該分野の研究の進展への影響や社会的
影響が小さく、又は行為の悪質性が低い
と判断されるもの

１～２年

【申請資格又は参加資格の制限期間】

不正行為への関与による区分

①研究の当初から不正行為を行うことを意図し
ていた場合など、特に悪質な者

当該論文等の責任を負う著者（監
修責任者、代表執筆者又はこれら
のものと同等の責任を負うものと認
定されたもの）

②不正行為が
あった研究に係る
論文等の著者

③①及び②除く不正行為に関与した者

不正行為に関与していないものの、不正行為にあった研究に係る論文等の
責任を負う著者（監修責任者、代表執筆者又はこれらの者と同等の責任を負
うと認定された者）

不
正
行
為
に
関
与
し
た
者
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【通報･相談の方法】 

1. 書面【ＦＡＸ及び電子メールを含む】を上記窓口に提出または、電話もしくは面談に

より行ってください。  

2. 通報は原則顕名によるものとし、次のことを必ず明示してください。 

 ・不正行為を行ったとする職員等の氏名、又はグループ等の名称 

 ・不正行為の具体的内容 

 ・行為内容を不正とする科学的合理的根拠 

   また、本学の相談窓口とは別に文部科学省においても、文部科学省の競争的資金に 

係る研究活動の不正行為及び、研究費の不正使用及び不正受給に関する告発受付 

窓口を以下のとおり設置しています。 

  

 【文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室】 

 〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2 

 電話番号 03-5253-4111（内線：3827、3862、3826） 

 電子メール kenkyuhi@mext.go.jp 

 ※お問い合わせは、可能な限り電子メールでお願いします。また、氏名、所属、連絡

先を明記してください。 

※電話による受付時間は、平日 9 時 30 分～18 時 30 分です。 
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８．研究費の適正な執行 
 

 

（１）研究費の種類について 

研究費とは、研究の遂行に必要なお金です。研究費は以下の５種類に大きく

分類され、これらはそれぞれ研究費の種類ごとに守るべきルールが違い、さらに

受託研究費や補助金などは事業ごとにルールが異なります。国民の税金を原資

とする公的研究費のほか、企業からの寄附金や受託研究であっても、ステーク

ホルダーに対する説明責任を果たす必要がありますので、ルールについてよく

理解したうえで執行してください。 

 

企業や研究助成団体等から、直接、研究助成金の交付を受けた場合には、

必ず本学への寄附手続きを行ってください。手続きをせず研究助成金の個人経

理を行った場合には、不適切な経理処理として処分の対象になり得ます。 

受託研究費、共同研究費、及び補助金は、計画書や契約書に記載の研究（事

業）のために特化したものであり、その使用は、当該事業の遂行上、直接的に必

要な支出に限られます。そのため、一般的な寄附金や運営費交付金よりも、そ
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の研究費使用には厳しいルールがあります。 

 

（２）研究費の執行ルール 

研究不正防止計画・推進部署では、財務部や総務部、各部局事務部等と協力し

て、研究費により消耗品や備品の購入、出張費や研究支援員等を雇用する際の

手続きや留意事項、不正となる事例などについて説明を記載したガイドブック（『研

究費の執行ルールについて』）を作成しています。この「研究活動上の不正行為防

止ハンドブック」と合わせて活用するよう、お願いいたします。 

 

（３）物品検収センター 

研究費の不正使用防止の観点から、物品検収センターを設置しています。 

物品検収センターの検査を受けていない物品は、不適切な調達と判断します。 

 

 

※その他の地区及び詳細は、「物品検収センターによる納品検査手引き 

（https://www2.tmd.ac.jp/cmn/keiri/buppinkensyucenter.pdf）」を確認してください。 
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（１）産学官連携リスクマネジメントとは 

産学官連携活動を実施する際、共同研究・受託研究・秘密保持・ライセンス等多

様な契約が締結されます。契約はひとたび締結した以上、内容を守る義務が発生し

ます。また、研究活動、産学官連携活動を実施する際に、遵守すべき法律も数多く

存在します。それら契約や法律に違反した場合、民事上の責任あるいは刑事上の責

任が問われる危険性があります。さらに、営利を目的に事業展開する産業界（企

業）と、真理の探求や社会への貢献を目的に活動する大学が共同して行う産学官連

携には、利益相反が生じるといわれています。そこで産学官連携活動を実施する際

は、マネジメントを通じて健全な活動を担保し、透明性を高めるための利益相反マ

ネジメントが必須と言

われています。契約違

反のリスクや法令違反

のリスク、または利益

相反が問題視されるリ

スクを、産学官連携リ

スクと定義付け、研究

活動または産学官連携

活動を実施する上で必

要な契約の基礎知識、

法令、利益相反マネジ

メントについて紹介します。 

 

９．産学官連携リスクマネジメント 
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（２）契約遵守 

 契約とは、権利・義務関係の発生・変更・消滅に関する当事者間の合意です。不

公平な条件であっても、契約を結んだ以上義務が発生する為、契約内容を確認して

いなかったことは責任回避の理由とはなりません。契約の主体は自然人でも法人で

も可能ですが、本学では、大学の活動として締結される契約の主体は大学とし、署

名者・押印者は原則学長（※ＭＴＡは所属部局長）としています。 

※大学の活動に関して個人で契約を締結し、万が一契約義務違反に基づく損害賠償

義務が問われた場合、個人で責を負う可能性もありますので、十分ご注意願います。  
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（３）連携の制度・契約の種類 

本学では、外部機関（企業・研究機関等）との研究活動や連携活動に対し、相

互が望む最適な関係が構築できるよう、多様な契約制度を用意しています。契約

形態の選択、契約条件の交渉については産学連携研究センターが担当し、契約の

事務手続は統合研究機構事務部が担当する分業体制により、効率的な契約締結を

目指しています。 
－各種契約－ 

※各項目については産学連携研究センターウェブサイトをご覧ください。   

産学連携研究センターWeb サイト

http://www2.tmd.ac.jp/tlo/gakunai/support/index.html 

共同研究制度 共同研究制度とは、企業等の外部機関から研究者及び研究経費等、又は研

究経費等を受入れ、本学の教員と民間等外部機関の研究者とが対等の立場

で共通の課題について共同して研究を行うことにより、優れた研究成果が

生まれることを促進する制度です。 

受託研究制度 本学において、企業等から委託を受けて本学の教員が業務として実施する

研究で、その成果を委託者へ報告する制度です。研究に要する経費は委託

者に負担していただくことになります。 

ジョイントリサーチ

講座設置契約 

研究機関又は企業等の学外機関からジョイントリサーチ講座の運営のため

の経費を受入れ、及び必要に応じ研究者を本学に受入れることにより、本学

と学外機関が協力し、特定の研究内容について一定期間継続的に協働して研

究を行い、もって本学における研究の進展及び充実を図ることを目的として

設置された仕組みです。 

学術指導契約 企業等の外部機関から委託を受け、本学の職員がその教育・研究及び技術

上の専門的知識に基づき指導及び助言を行い、もって委託者の業務又は活

動を支援するもので、当該支援に要する経費を委託者に負担していただき

本学の職員が本務の一環として指導（学術指導）を行うものです。 

秘密保持契約 未公開の研究情報・成果等を外部機関へ開示、或いは相手方から秘密情報

を受ける際に交わします。例として、共同研究の可能性を検討する場合に

秘密保持契約書を結び、互いの情報を交換します。 

ライセンス契約 特許等の知的財産権を企業等の外部機関に利用させることを許諾し、大学

が対価を受けることを定めた契約書です。 

MTA 

（Material Transfer 

Agreement） 

マテリアルトランスファーから生じる当事者間の権利・義務を定めた契約

書です。 

※マテリアルトランスファーとは・・・ 

細胞等、研究成果物であるマテリアルを他の研究者（外部機関）から受

領、又は他の研究者へ提供すること 

共同出願契約 企業等の外部機関と共同で特許出願を行う際、持分や出願費用の負担、ま

た管理担当等について取り決めた契約書です。 
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（４）法令遵守 

産学官連携活動を行う際、遵守すべき法律、条約が存在する場合があります。関

連する場合は、確認のうえ適切に対応してください。 

 ＜例＞ 

 ■不正競争防止法（営業秘密の取扱い） 
 相手方から開示された秘密情報を漏洩した場合、5 年以下の懲役、又は 500 万円以下

の罰金が科されることがあります。 

 
 ■外国為替及び外国貿易法（安全保障輸出管理） 

 大量破壊兵器・通常兵器の開発等に転用できる技術の輸出を規制する法律で、違反す

ると最大 10 年以下の懲役、又は 1,000 万円以下の罰金が科されることがあります。 

 対外取引であるか否かについては、地理的な観点（外国に対する技術提供か否か）、人

的な観点（非居住者に対する技術提供か否か）の双方から判断し、その両方或いはいず

れか一方に該当すれば規制対象となる対外取引となります。【※詳しくは、別に作成して

いる「安全保障輸出管理ハンドブック」を参照してください。】 
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 ■生物多様性条約（ＣＤＢ） 

 本条約は（１）生物多様性の保全※（２）生物多様性の構成要素の持続可能な利用

（３）遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ公平な配分を目的とした条約です。遺

伝資源に対する保有国の主権的権利を認めるとともに、遺伝資源を利用する際には当該

資源の提供国の事前同意書（Prior Informed Consent : PIC）を得ること、遺伝資源の

利用から生じる利益は相互に合意する条件に基づき資源提供国にも公正・公平に配分す

ることを定めています。 
生物遺伝資源にアクセス

する際の留意点については

経済産業省及び財団法人バ

イオインダストリー協会作

成の「遺伝資源へのアクセ

ス手引」をご参照くださ

い。 
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http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Seibutsukanri/idenshigenac
cess.pdf 
 
※（１）生物多様性の保全に関して、遺伝子組換え実験については「カルタヘナ法」を遵

守する必要があります。 
本学においては P.13 における「遺伝子組換え生物等実験安全委員会」にてその審議を行っ

ておりますので、遺伝子組換え実験実施の際にはまずは研究基盤係への申出をお願いしま

す。【参考：カルタヘナ法とは https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/about/】（農林水

産省 HP より） 
 

（５）利益相反マネジメント 

利益相反（COI）とは、具体的には、外部との経済的な利益関係等によって、公的研究で必要と

される公正かつ適正な判断が損なわれる、又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明さ

れかねない事態を言います。 

公正かつ適正な判断が妨げられた状態としては、データの改ざん、特定企業の優遇、研究を中止

すべきであるのに継続する等の状態が考えられます。 

（注１）責務相反とは、兼業活動により複数の職務遂行責任が存在することにより、本務における

判断が損なわれたり、本務を怠った状態になっている、又はそのような状態にあると第三者から懸

念が表明されかねない事態をいう。 

出典「厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest : COI)の管理に関する指針」

（一部改変） 

 

本学の研究者（教員及び研究員）は年１回自身の利益相反状況について申告することになってお

り、企業との産学連携活動等の状況が規則に定める一定の基準に当てはまる場合には、当該企業と

の産学連携活動等の内容や個人的な経済的利益の状況について申告しなければなりません。また、

年１回の定期申告後に申告の事由が発生した際には随時申告を行う必要があります。 

また、こうした定期的な申告とは別に、臨床研究を実施する際には当該研究を実施する各研究者

が利益相反自己申告をしなければなりません。また厚生労働省科学研究費や日本医療機器開発機構

（AMED）からの研究費を申請する際にも、利益相反自己申告が必須条件になっています。 

【※詳しくは別に作成している「利益相反マネジメントハンドブック」を参照してください。】 
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【臨床研究に係る利益相反マネジメント体制】 
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 本学では、国立大学法人東京医科歯科大学における研究活動に係る行動規

範において、「全ての構成員は、公的研究費の運営・管理を含む研究活動に

関する研修・説明会等に積極的に参加し、関係法令、学内諸規則等の知識習

得やルールの理解に努め、これを遵守する。」と定めました。 

また、国立大学法人東京医科歯科大学における研究活動に係る不正行為防

止規則では、コンプライアンス・研究倫理教育を受講した者から、不正行為

を行わないこと、規則に反して不正行為を行った場合は本学や配分機関から

の処分・法的な責任を負担すること等を明記した誓約書の提出を義務付けて

います。 

 

 

■e ラーニングによるコンプライアンス・研究倫理教育 

１．教材 ： APRIN e ラーニングプログラム（CITI Japan） 

※例外として、研究分野によっては、独立行政法人日本学術振興会が提供す

る e ラーニングプログラムの受講をもって、本プログラムを受講したものと

みなすことがあります。 

学内一斉メール等にてご案内しますので、確認のうえ受講して下さい。 

２．対象者 ： 研究活動に携わる全ての構成員（教員・研究者のほか、研究支援

員、技術補佐員、事務担当者などを含む。）。 

※修士課程大学院生はカリキュラム上、履修します。 

３．受講単元 ： 職種（教員・研究者、研究補助者、事務職員等）に応じて、受講

する単元を設定します。 

４．受講期限 ： 学内一斉メール等にてご案内します。 

１０．e ラーニング（コンプライアンス・研

究倫理教育）の受講と誓約書の提出 
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ユーザー名、パスワードは統合研究機構事務部からの一斉メールの中でご案

内します。 

５．アクセス ： https://edu.aprin.or.jp 

※インターネット接続環境ならどこからでも受講できます。 

 

  ■誓約書の提出 

１．対象者 ： 公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員（本学の研究活動

に参画する者、公的研究費に応募する者、研究関連事務担当者）。 

大学院生も対象とします（既に提出している学生は除く。）。 

２．提出先 ： 所属する総務担当部署（総務課、事務部） 

３．提出期限 ： 速やかに提出すること。 

（全学 FD や部局 FD の際にご提出いただいても結構です。） 

４．書式 ： 巻末に掲載しています。 

５．氏名は自署とし、原本を提出願います。 
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研究活動上の不正行為に該当するか、代表的な問い合わせ内容と回答例を記載

しましたので参照してください 

 

１１．Ｑ and Ａ 
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研究費執行の基本的ルールについては、『研究費の執行ルールについて』に詳しく記

載しています。こちらを参照してください。 
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国立大学法人東京医科歯科大学における研究活動に係る行動規範 

 

                                平成 19 年 10 月 16 日 制定 
 

東京医科歯科大学は、幅広い教養と豊かな感性を備えた人間性の養成、自己問題提起、自己問題

解決型の創造的人間の養成、国際性豊かな医療人の養成を教育理念に掲げている。その理念は、社

会貢献に対する高い意識と良識に基づく教育･研究活動によってのみ成されるものである。 

研究活動とは、先人の業績を踏まえ、自分自身のなしえた結果より新たな知見を創造し、知の体

系を構築していく行為であり、社会の信頼と負託を得て、主体的かつ自律的に研究を進めることが

求められている。研究活動における不正行為は、科学者全体の信頼を大きく損なう恐れがあるとと

もに、正義と誠実さに基づく科学の発展を阻害し、社会的信頼を著しく傷つけるものであり、許さ

れるものではない。 

本学における医学･歯学に関係する研究は、人類の健康と福祉に直接貢献する重大な責務を担っ

ており、それぞれの研究活動について研究者が、高い倫理観のもとでの透明性と説明責任を自覚す

ることは当然である。以上のことを踏まえ、教員、研究者のほか研究支援員や事務職員等、公的研

究費の運営・管理を含む研究活動に関わる全ての構成員（以下「全ての構成員」という。）が守る

べき研究活動における倫理と行動の規範をここに定める。 

この倫理と行動の規範は、「科学者の行動規範について」（平成１８年１０月３日制定、平成２

５年１月２５日改訂；日本学術会議）に呼応して、策定したものである。 

 

Ⅰ．研究者の責務 

（研究者の責任） 

１．研究者は、自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門知識、

技術、経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、そして地球環境の持続性に貢献

するという責任を有する。 

 

（研究者の姿勢） 

２ 研究者は、常に正直、誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努め、

科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払う。 

１２．行動規範と不正行為防

止規則 
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（社会の中の研究者） 

３ 研究者は、科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、科学・技術と

社会・自然環境の関係を広い視野から理解し、適切に行動する。 

 

（社会的期待に応える研究） 

４ 研究者は、社会が抱く真理の解明や様々な課題の達成へ向けた期待に応える責務を有する。研

究環境の整備や研究の実施に供される研究資金の使用にあたっては、そうした広く社会的な期

待が存在することを常に自覚する。 

 

（説明と公開） 

５ 研究者は、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、

環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表する

と共に、社会との建設的な対話を築くように努める。 

 

（科学研究の利用の両義性） 

６ 研究者は、自らの研究の成果が、研究者自身の意図に反して、破壊的行為に悪用される可能性

もあることを認識し、研究の実施、成果の公表にあたっては、社会に許容される適切な手段と方

法を選択する。 

 

Ⅱ．公正な研究 

（研究活動） 

７ 研究者は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範の趣旨に

沿って誠実に行動する。研究者は研究成果を論文などで公表することで、各自が果たした役割に

応じて功績の認知を得るとともに責任を負わなければならない。研究・調査データの記録保存や

厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、また加担しない。 

 

（研究環境の整備及び教育啓発の徹底） 

８ 研究者は、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自ら

の重要な責務であることを自覚し、研究者コミュニティ及び本学の研究環境の質的向上、ならび

に不正行為抑止の教育啓発に継続的に取り組む。また、これを達成するために社会の理解と協力

が得られるよう努める。 

 

（研究対象などへの配慮） 

９ 研究者は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。動物などに対しては、真

摯な態度でこれを扱う。 

 

（他者との関係） 

１０ 研究者は、他者の成果を適切に評価・批判すると同時に、自らの研究に対する評価・批判に

は謙虚に耳を傾け、誠実な態度で意見を交える。他者の知的成果などの業績を正当に評価し、名
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誉や知的財産権を尊重する。 また、研究者コミュニティ、特に自らの専門領域における研究者

相互の評価に積極的に参加する。 

 

Ⅲ．社会の中の科学 

（社会との対話） 

１１ 研究者は、社会と研究者コミュニティとのより良い相互理解のために、市民との対話と交流

に積極的に参加する。また、社会の様々な課題の解決と福祉の実現を図るために、政策立案･

決定者に対して政策形成に有効な科学的助言の提供に努める。その際、研究者の合意に基づく

助言を目指し、意見の相違が存在するときはこれを解り易く説明する。 

 

（科学的助言） 

１２ 研究者は、公共の福祉に資することを目的として研究活動を行い、客観的で科学的な根拠に

基づく公正な助言を行う。その際、研究者の発言が世論及び政策形成に対して与える影響の重

大さと責任を自覚し、権威を濫用しない。また、科学的助言の質の確保に最大限努め、同時に

科学的知見に係る不確実性及び見解の多様性について明確に説明する。 

 

（政策立案･決定者に対する科学的助言） 

１３ 研究者は、政策立案･決定者に対して科学的助言を行う際には、科学的知見が政策形成の過程

において十分に尊重されるべきものであるが、政策決定の唯一の判断根拠ではないことを認識

する。研究者コミュニティの助言とは異なる政策決定が為された場合、必要に応じて政策立案･

決定者に社会への説明を要請する。 

 

Ⅳ．法令の遵守等 

（法令の遵守等） 

１４ 全ての構成員は、公的研究費の運営・管理を含む研究活動に関する研修・説明会等に積極的

に参加し、関係法令、学内諸規則等の知識習得やルールの理解に努め、これを遵守する。 

 

（公的研究費の適正使用） 

１５ 全ての構成員は、公的研究費の原資が国民の税金であることを認識し、その使用に関する説

明責任を自覚する。 

 

（事務職員の責務） 

１６ 事務職員は、本学の研究活動の特性等を理解し、専門的知識・能力をもって公的研究費の適

正な執行を確保する。 

 

（相互連携） 

１７ 全ての構成員は、相互に連携を取り、研究活動上の不正行為（研究費の不正使用を含む。）

を未然に防止するよう努める。 

 

Ⅴ．その他 
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（差別の排除） 

１８ 研究者は、研究・教育・学会活動において、人種、ジェンダー、地位、思想・信条、宗教な

どによって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由と人格を尊重す

る。 

 

（利益相反） 

１９ 研究者は、自らの研究、審査、評価、判断、科学的助言などにおいて、個人と組織、あるい

は異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応する。 

 

附 則  

この行動規範は、平成１９年１０月１６日から施行する。 

 

附 則（平成２６年９月２４日改正）  

この行動規範は、平成２６年１０月１日から施行する。 
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国立大学法人東京医科歯科大学における研究活動に係る不正行為防止規則 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 国立大学法人東京医科歯科大学（以下、「本学」という。）における研究活動に係る不正行為の防止につ

いては、関係法令、各種研究不正等に関するガイドライン及び国立大学法人東京医科歯科大学における研究活動

に係る 行動規範（以下「行動規範」という。）に定めるもののほか、この規則に基づき取り扱う。 

 

（対象とする不正行為） 

第２条 この規則の対象とする研究活動は、本学で行われる全ての研究活動（研究費の運営・管理を含む。以下

同じ。）であり、この規則の対象とする不正行為は、次のとおりとする。 

(1) 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、発表された研究成果の

中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用等 

(2) 研究費の不正経理（不適切な経理を含む。以下同じ。） 

２ 前項に規定する不正行為以外に、研究活動における不適切な行為（論文の二重投稿、不適切なオーサーシッ

プ等）として対応が必要であると最高管理責任者が判断したものについては、前項に規定する不正行為に準じて

対応することができる。 

３ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 

(2) 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正で

ないものに加工すること。 

(3) 盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又

は適切な表示なく流用すること。 

(4) 研究費の不正経理 故意若しくは重大な過失による研究費の他の用途への使用又は研究費の交付の決定の

内容や、これに付した条件及び学内規則等に違反した使用・経理を行うこと（実態のない謝金・給与及び旅費の

請求、物品の架空請求に係る業者への預け金等）。 

(5) 論文の二重投稿 他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること。 

(6) 不適切なオーサーシップ 論文著作者を適正に公表せずに論文を投稿すること。 

 

第２章 不正行為を防止するための体制 

 

（行動規範） 

第３条 本学に所属する全ての構成員（教員、研究者のほか研究支援員や事務職員等、研究活動に関わる全ての

構成員をいう。以下同じ。）は、行動規範を遵守しなければならない。 

平 成 2 7 年 1 月 2 2 日 

規 則 第 ７ 号 
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（責任体制） 

第４条 本学において行われる全ての研究活動に対しては、学長が最高管理責任者、学長の指名する理事が統括

管理責任者、各部局長等がコンプライアンス推進責任者として、不正行為を防止するための対策（以下「研究不

正防止対策」という。）を策定・推進し、不正行為への対応を行う。 

２ この規則において、部局長とは、別表に定める者をいう。 

３ 最高管理責任者は、行動規範及びこの規則を策定・周知するとともに、本学に所属する全ての構成員に遵守

させるために必要な措置を講じる。また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者に対して、適切にリ

ーダーシップを発揮しなければならない。 

４ 統括管理責任者は、研究不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、機関全体の具体的な対

策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告する。 

５ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号の責任を負う。 

(1) 自己の管理監督する部局等における研究不正防止対策を実施し、実施状況を確認するとともに統括管理責任

者に報告する。 

(2) 不正防止を図るため、部局等内の研究活動に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス・研究倫理教育

（研究費の使用ルールやそれに伴う責任、研究者に求められる倫理規範、どのような行為が不正行為に当たるの

か等を理解させるための教育）を実施し、受講状況を管理監督する。 

(3) 自己の管理監督する部局等において、構成員が、適切に研究活動を行っているか等をモニタリングし、必要

に応じて改善指導する。 

６ 第１項に規定する各責任者は、それぞれの管理監督責任を十分理解しなければならない。管理監督の責任が

十分果たされず、結果的に不正を招いた場合には、懲戒処分等の対象となることがある。 

７ 第１項の責任体制は、学内外へ広く周知する。 

 

（コンプライアンス推進副責任者） 

第５条 コンプライアンス推進責任者は、部局等の状況に応じてコンプライアンス推進に係る副責任者を複数置

き、前条第５項の責任を分担させることができる。この場合、研究費の管理・執行に関しては、事務職員を副責

任者に指名することを妨げない。 

２ コンプライアンス推進責任者は、前項の副責任者を任命した場合、統括管理責任者に報告しなければならな

い。 

 

（不正防止計画・推進委員会） 

第６条 最高管理責任者の下に、本学の研究不正防止対策を審議するため、統括管理責任者、コンプライアンス

推進責任者又はコンプライアンス推進副責任者のうち統括管理責任者が指名する者で構成する、不正防止計画・

推進委員会（以下、「委員会」という。）を置く。 

２ 前項に規定するもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。 

 

（研究活動不正防止計画・推進部署） 

第７条 最高管理責任者の下に、研究活動不正防止計画・推進部署（以下、「推進部署」という。）を置き、統合

研究機構事務部をもって充てる。 

２ 推進部署は、委員会の決定に従い、研究不正対策を推進するための事務処理を行う。 
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３ コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者は、推進部署と連携し、不正防止に努めな

ければならない。 

４ 推進部署は、監査室と密接な連絡を保ちつつ、監査室の内部監査を受けるものとする。 

 

（研究活動不正防止計画） 

第８条 委員会は、研究活動不正防止計画（以下「不正防止計画」という。）を定め、学内外に周知しなければな

らない。 

２ 最高管理責任者は、不正防止計画を着実に実施しなければならない。 

３ 不正防止計画の実施にあたり、統括管理責任者及び推進部署は大学全体の具体的な対策を策定・実施し、実

施状況を確認する。 

４ コンプライアンス推進責任者は、自己の管理・監督する部局等において不正防止計画を推進する取組を行う

とともに、取組状況を統括管理責任者に報告しなければならない。 

５ 統括管理責任者は、不正防止計画の本学全体の実施状況を最高管理責任者に報告する。 

６ 委員会は、コンプライアンス推進責任者からの報告に基づき、定期的に不正防止計画の見直しを行う。 

 

（コンプライアンス・研究倫理教育） 

第９条 コンプライアンス推進責任者は、当該部局内で行われる研究活動に関わる全ての構成員に、行動規範や

本規則の内容及び具体的な不正行為事案を含め、コンプライアンス・研究倫理教育を実施する。 

２ 前項のコンプライアンス・研究倫理教育は、定期的に受講させなければならない。 

３ 第１項のコンプライアンス・研究倫理教育は、研究者、事務職員等、それぞれの職務に応じた視点から、分

かりやすい形での周知に努めるほか、研究活動に関わるリサーチアシスタント等やその他の学生等にも広く周知

し、及びその内容を定期的に見直し、更新した内容で実施する。 

４ コンプライアンス推進責任者は、第１項のコンプライアンス・研究倫理教育の受講状況及び理解度について

把握に努める。 

 

（誓約書） 

第１０条 コンプライアンス推進責任者は、前条のコンプライアンス・研究倫理教育の際に受講した者から、不

正行為を行わないこと、規則に反して不正行為を行った場合は本学や配分機関からの処分・法的な責任を負担す

ること等を明記した誓約書（様式１）の提出を求める。 

２ 学長は、誓約書の提出がなければ、各種実験計画書や競争的資金等の申請、研究計画調書等を受理しない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、新規採用者、転入者、大学院新入生等については、その都度、誓約書の提出を

求める。 

 

（研究データの保存、開示） 

第１１条 本学の教員、研究者、大学院生（以下「研究者等」という。）は、行う研究内容を、実験・観察ノート

に記録を取らなければならない。 

２ 研究者等は、前項の実験・観察ノートを、論文等により当該研究成果を発表した後、１０年間保存しなけれ

ばならない。ただし、その間に当該研究者等が本学の所属を外れる場合は、教育研究分野長（以下「当該分野長」

という。）は当該実験・観察ノートの写しを保存しなければならない。 

３ 研究者等及び当該分野長は、前項の実験・観察ノート又はその写し等、論文の根拠となるデータを、最高管
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理責任者の求めに応じ開示しなければならない。 

 

（事務処理手続に関するルール） 

第１２条 推進部署は、本学における研究不正防止対策や行動規範、不正行為防止体制、研究費に係る事務処理

手続に関するルールについて、研究安全管理室、調達担当課、人事担当課等の関連部署の協力を得て、全学で統

一したガイドブックを作成する。 

２ 前項のガイドブックは、必要に応じて見直し、改定しなければならない。 

３ 第１項のガイドブックは、本学で行われる全ての研究活動に関わる全構成員に周知する。 

 

第３章 不正行為への対応 

第１節 通報の受付等 

 

（通報窓口） 

第１３条 本学における研究活動の不正行為に関する通報又は相談を学内外から受け付けるため、推進部署に通

報窓口を置く。 

２ 通報窓口の名称は、研究不正通報・相談窓口とする。 

３ 前項の通報窓口は、書面、電話、電子メール、面会等による通報を受けることができるよう、住所、電話番

号、電子メールアドレスを学内外に公表・周知しなければならない。 

４ 構成員は、第２条第１項及び第２項に定める不正行為又は研究活動における不適切な行為の疑いを職務上認

識した場合、通報窓口に通報しなければならない。 

 

（通報の受付） 

第１４条 推進部署は前条の通報窓口で通報を受けた場合、速やかに統括管理責任者に報告する。 

２ 前項の報告を受けた統括管理責任者は、最高管理責任者へ報告したうえで、被通報者が所属するコンプライ

アンス推進責任者へ連絡する。ただし、コンプライアンス推進責任者が被通報者である場合には、当該通報に関

するコンプライアンス推進責任者の職務は、最高管理責任者が指名する者が取り扱う。 

３ 前２項の規定にかかわらず、統括管理責任者が被通報者の場合には推進部署は最高管理責任者に報告し、当

該通報に関する統括管理責任者の職務は、最高管理責任者が指名する者が取り扱う。 

４ 通報が他の研究機関等が調査を行うべき内容であった場合は、通報窓口は通報を該当する研究機関等へ回付

する。また、他の研究機関等から回付されてきた通報は、本学に通報があったものとして前３項のとおり取り扱

う。 

５ 学会等の科学コミュニティ、報道又は会計検査院等の外部機関により不正行為の疑いが指摘された場合（イ

ンターネット上での指摘を通報窓口が確認した場合を含む。）は、通報があったものとみなし、第１項、第２項及

び次条第２項に準じて取り扱う。この場合、指摘を受けた者は、速やかに通報窓口に連絡するものとする。 

６ 不正行為が行われようとしている、あるいは不正行為を求められているという通報・相談については第１項

及び第２項に準じて取り扱う。また、連絡を受けたコンプライアンス推進責任者は、内容に相当の理由があると

判断した場合には、被通報者に書面にて警告を行う。 

７ 書面による通報等、通報窓口が受け付けたか否かを通報者が知りえない方法による通報がなされた場合は、

通報者に受付けたことを通知する。 
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（通報者・被通報者の取扱い） 

第１５条 通報を受けた通報窓口担当者等、通報内容、通報者の秘密を守らなければならない。 

２ 予備調査及び本調査を行う場合は、調査結果の公表まで、通報者及び被通報者の意に反して調査関係者（最

高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者及び本通報に係

る調査委員等をいう。）以外に漏えいしないよう、調査関係者は秘密の保持を徹底しなければならない。 

３ 最高管理責任者は、通報が悪意に基づくものであることが判明しない限り、単に通報したことを理由に通報

者に対し、解雇やその他不利益な取扱いを行わない。 

４ 最高管理責任者は、相当な理由なしに、単に通報されたことのみをもって、被通報者の研究活動を部分的又は

全面的に禁止したり、解雇やその他不利益な取扱いを行わない。 

５ 最高管理責任者は、誹謗中傷等から被通報者を保護する方策を講じる。 

 

第２節 通報に対する調査体制・方法 

 

（調査対象とすべき通報の要件） 

第１６条 悪意（被通報者を陥れるため、あるいは被通報者が行う研究を妨害するため等、専ら被通報者に何ら

かの損害を与えることや被通報者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同じ。）

に基づく通報を防止するため、また、必要に応じて調査への協力を求めるため、次の各号に合致する通報（学会

等の科学コミュニティ、報道又は会計検査院等の外部機関により不正行為の疑いが指摘された場合を含む。）を

調査対象とする。 

(1) 原則として、通報者の氏名等を明らかにして行う通報であること。 

(2) 不正行為に関与した者（研究者、業者等）、不正が行われた時期（事業年度等）、不正行為の態様等、事案の

内容等、調査対象が特定できること。 

(3) 不正とする合理的な根拠が示されていること。 

２ 匿名による通報等、前項の要件を全て満たさない通報であっても、可能な限り調査対象とする。 

３ 当該通報が研究費の不正使用等に関するものであった場合、会計書類の保存年限を超える過年度の不正に関

する通報についても、可能な範囲で調査を行う。 

 

（予備調査） 

第１７条 最高管理責任者は、通報を受け付けた日から起算して３０日以内に、統括管理責任者に予備調査を行

わせ、本調査の要否を決定する。 

２ 前項の予備調査は、統括管理責任者が次の事項について調査し、最高管理責任者に報告する。 

(1) 調査対象とすべき通報の要件を満たすかどうか 

(2) 通報内容の合理性、調査可能性等 

３ 前２項にかかわらず、最高管理責任者は、次条に定める調査委員会を設置して予備調査に当たらせることが

できる。 

４ 最高管理責任者は、本調査を行わないことを決定した場合には、その旨を理由とともに通報者に通知する。 

５ 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合には、通報者及び被通報者にその旨を通知する。被通

報者が他の研究機関等に所属している場合は、調査を行うことを当該所属機関にも通知する。 

６ 最高管理責任者は、本調査を行うことを決定した場合には、その旨を当該事案に係る研究費の配分機関及び

文部科学省に報告する。 
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７ 前項の規定にかかわらず、研究費の不正経理に係る事案については、最高管理責任者は、本調査を行うか否

かを、通報を受け付けた日から起算して３０日以内に、配分機関に報告する。 

 

（調査委員会の設置） 

第１８条 最高管理責任者は、前条の予備調査の結果、本調査の実施を決定した場合には、調査委員会を設置す

る。 

２ 調査委員会は、次に掲げる調査委員で構成する。 

(1) 統括管理責任者 

(2) 被通報者が所属する部局のコンプライアンス推進責任者 

(3) その他の理事又は職員 

(4) 外部有識者 

３ 調査委員会の委員長は、統括管理責任者をもって充てる。 

４ 第２項第４号の委員の数は、調査委員の総数の２分の１以上でなければならない。 

５ 調査委員は、通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。 

 

（委員構成に対する異議申立て）  

第１９条 最高管理責任者は、調査委員会を設置したときは、調査委員の氏名及び所属を通報者及び被通報者に

通知する。 

２ 通報者及び被通報者は、調査委員の構成等について、前項の通知を受けた日から起算して１４日以内に異議

申立てをすることができる。 

３ 最高管理責任者は、前項の異議申立てがあったときは、内容を審査し、その内容が妥当であると判断した場

合には調査委員を交代させるとともに、通報者及び被通報者に通知する。 

 

（本調査） 

第２０条 調査委員会は、本調査の実施の決定の日から起算して概ね３０日以内に調査を開始する。 

２ 最高管理責任者は、研究費の不正経理に係る調査については、調査の実施に関し、調査方針、調査対象及び

方法等について配分機関に報告、協議しなければならない。 

２ 最高管理責任者は、通報された事案の調査に当たっては、通報者が了承したときを除き、調査関係者以外の

者や被通報者に通報者が特定されないよう配慮しなければならない。 

３ 調査委員会は、通報された事案に係る研究活動に係る論文や実験・観察ノート、生データ等の各種資料の精

査や、関係者のヒアリング、再実験の要請、経理に関する資料等により調査を行う。この場合において、被通報

者の弁明を聴取する機会を設ける。 

４ 調査委員会が被通報者に再実験等により再現性を示すことを求める場合、あるいは被通報者が自らの意思に

よりそれを申し出て調査委員会がその必要性を認める場合は、それに要する期間及び機会（機器、経費等を含む。）

に関し調査委員会により合理的に必要と判断される範囲内において、これを行う。その際、調査委員会の指導・

監督のもと行うこととする。 

５ 通報者、被通報者等の関係者は、調査委員会の調査に対し、誠実に協力しなければならない。また、他の研

究機関等から調査協力を要請された場合は、本学は誠実に協力する。 

 

（証拠の保全措置） 
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第２１条 調査委員会は、通報された事案に係る研究活動に関して、証拠となるような資料等を保全する措置を

とる。この場合、通報された事案に係る研究活動が行われたのが本学以外の研究機関であるときは、当該研究機

関に証拠となるような資料等の保全を要請する。 

２ 最高管理責任者は前項の措置に影響しない範囲内において、被通報者の研究活動を制限しない。 

 

（調査の中間報告等） 

第２２条 最高管理責任者は、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査

の中間報告を当該配分機関に提出する。 

２ 最高管理責任者は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、配分機関の求めに応じ当該事案に

係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じるものとする。 

 

（調査中における一時的執行停止） 

第２３条 当該告発が研究費の不正経理等に関するものであった場合、最高管理責任者は、調査委員会の調査結

果の報告を受けるまでは、通報された研究活動に係る研究費の執行・支出を停止することができる。 

２ 前項の措置をする場合、当該研究費の配分機関と十分協議しなければならない。 

 

第３節 不正行為の認定 

 

（認定） 

第２４条 調査委員会は、本調査を開始した日から起算して概ね１５０日以内に調査した内容をまとめ、不正行

為が行われたか否か、不正行為と認定された場合はその内容、関与した者及びその関与の程度、不正経理の相当

額等について認定を行う。 

２ 前項で、不正行為が行われなかったと認定する場合であって、調査を通じて通報が悪意に基づくものである

ことが判明したときは、調査委員会は、併せてその旨の認定を行うものとする。 

３ 前項の認定を行うに当たっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。 

 

（認定の際の留意点） 

第２５条 調査委員会は、被通報者が行う説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、

証言、被通報者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定を行う。 

２ 調査委員会は、被通報者の自認を唯一の証拠として不正行為と認定してはならない。 

３  調査委員会は、被通報者の説明及びその他の証拠によって不正行為であるとの疑いが覆されないときは、

不正行為と認定する。 

４  調査委員会は、被通報者が研究データや実験・観察ノート、実験試料・試薬の不存在等、本来存在するべき

基本的な要素の不足により、不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときは、不正行為と認定する。 

 

（調査結果の通知） 

第２６条 調査委員会は認定を終了した場合、直ちに最高管理責任者に報告する。 

２ 前項の報告を受けた最高管理責任者は、速やかに調査結果を通報者及び被通報者（被通報者以外で不正行為

に関与したと認定された者を含む。）に通知する。被通報者が他の研究機関等に所属している場合は、当該所属機

関にも当該調査結果を通知する。 



 48 
 

３ 最高管理責任者は、調査結果、不正発生要因、管理・監査体制の状況、再発防止計画等を当該事案に係る研

究費の配分機関及び文部科学省に報告する。  

４ 前項の規定にかかわらず、研究費の不正経理に係る事案については、最高管理責任者は、通報を受け付けた

日から起算して２１０日以内に、前項の調査結果等を含む最終報告書を配分機関に提出する。やむを得ず、期限

までに調査が完了しない場合は、調査の中間報告を配分機関に提出する。 

５ 悪意に基づく通報との認定をした場合、通報者が所属する他の研究機関等にも通知する。 

６ 最高管理責任者は、研究費の不正経理に係る調査については、調査の過程であっても、不正行為の事実が一

部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告するものとする 

 

（不服申立て） 

第２７条 不正行為を認定された被通報者は、調査結果の通知を受けた日から起算して１４日以内に最高管理責

任者に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返す

ことはできない。 

２ 通報が悪意に基づくものと認定された通報者についても、前項に準じて取り扱う。 

３ 被通報者から不正行為の認定に係る不服申立てがあったときは、最高管理責任者は通報者に通知する。 

４ 最高管理責任者は、前項の不服申立てがあったときは、当該事案に係る研究費の配分機関及び文部科学省に

報告する。 

５ 不服申立ての却下及び再調査開始の決定をしたときも前２項と同様とする。 

 

（不服申立ての審査） 

第２８条 不服申立ての審査は調査委員会が行う。その際、不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必

要となるものである場合には、調査機関は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて、他の者に

審査させる。ただし、最高管理責任者が当該不服申立てについて調査委員会の構成の変更等を必要とする相当の

理由がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 不正行為があったと認定された場合に係る被通報者による不服申立てについて、調査委員会（前項により調

査委員会に代えて、他の者に審査させる場合は、調査委員会に代わる者）は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案

し、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに決定する。 

３ 当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、調査委員会は直ち

に最高管理責任者に報告し、最高管理責任者は、被通報者に当該決定を通知する。 

４ 再調査を行う決定を行った場合には、調査委員会は被通報者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出

等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求める。その協力が得られない場合には、再調

査を行わず、審査を打ち切ることができる。その場合には直ちに最高管理責任者に報告する。最高管理責任者は

被通報者に当該決定を通知する。 

５ 調査委員会が再調査を開始した場合は、開始日から起算して概ね５０日以内に、先の調査結果を覆すか否か

を決定し、その結果を直ちに最高管理責任者に報告し、最高管理責任者は、報告を受けた後、当該結果を被通報

者、被通報者が所属する機関及び通報者に通知する。 

６ 最高管理責任者は、前項の再調査結果を、当該事案に係る研究費の配分機関及び文部科学省に報告する。 

 

（悪意に基づく通報と認定された場合の不服申立ての審査） 

第２９条 最高管理責任者は、通報が悪意に基づくものと認定された通報者から第２７条第２項の規定による不
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服申立てがあった場合、通報者が所属する機関及び被通報者に通知する。 

２ 最高管理責任者は、前項の不服申立てがあったときは、当該事案に係る研究費の配分機関及び文部科学省に

報告する。 

３ 第１項の不服申立てについては、調査委員会（前条第 1項により調査委員会に代えて、他の者に審査させる

場合は、調査委員会に代わる者）は、不服申立てのあった日から起算して概ね３０日以内に再調査を行い、その

結果を直ちに最高管理責任者に報告し、最高管理責任者は、報告を受けた後、当該結果を通報者、通報者が所属

する機関及び被通報者に通知する。 

４ 最高管理責任者は、前項の再調査結果を、当該事案に係る研究費の配分機関及び文部科学省に報告する。 

 

第４節 調査後の措置 

 

（調査結果の公表） 

第３０条 最高管理責任者は、不正行為が行われたとの認定があった場合は、速やかに調査結果を公表する。 

２ 前項の公表する内容には、次の各号を含むものとする。 

(1) 不正行為に関与した者の氏名・所属 

(2) 不正の内容 

(3) 本学が公表時までに行った措置の内容 

(4) 調査委員の氏名・所属 

(5) 調査の方法・手順等 

３ 前項について合理的な理由がある場合は、不正行為に関与した者の氏名・所属等を非公表とすることができ

る。 

４ 不正行為が行われなかったと認定した場合は、原則として調査結果を公表しない。ただし、調査事案が外部

に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表することができ

る。 

５ 前項ただし書の公表の内容には次の事項を含むものとする。 

(1) 被通報者の氏名・所属 

(2) 調査委員の氏名・所属 

(3) 調査の方法・手順等 

６ 悪意に基づく通報の認定があったときは、その調査結果を公表する。 

 

（通報者等に対する措置） 

第３１条 最高管理責任者は不正行為が行われたとの認定があった場合は、以下の各号の措置をとる。 

(1) 不正行為への関与が認定された者及び関与したとまでは認定されないが、不正行為が認定された研究活動に

ついて責任を負う者として認定された者（以下「被認定者」という。）に対して、直ちに当該研究費の使用中止を

命ずる。 

(2) 被認定者が、本学に所属する職員の場合は国立大学法人東京医科歯科大学職員就業規則（以下「職員就業規

則」という。）に基づき、所定の手続きにより適切な処置を行うとともに、不正行為と認定された論文等の取り下

げを勧告する。 

(3) 研究費の私的流用や本学の信用を著しく傷つける行為等、悪質性の高い事案については、本学諸規則等に定

める措置のほか、刑事告発や民事訴訟等法的手続きを行うことがある。 
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２ 研究費の不正経理に係る被認定者は、当該研究費等を返還しなければならない。 

３ 被認定者は、第２０条第４項により再現性を示すために本学が負担した経費を返還しなければならない。 

４ 調査の結果、不正行為が行われなかったと認定された場合は、調査に際してとった研究費の執行・支出の停

止を解除する。証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立て期間が経過した後、又は、不服申立て

の審査結果が確定した後、速やかに解除する。 

５ 調査の結果、通報が悪意に基づくものと認定されたときは、通報者が本学所属職員である場合は、職員就業

規則に基づき、その他の場合は、所定の手続きに基づき適切な処置を行うこととする。この場合において、本学

は通報者に対し、再現性を示すために本学が負担した経費について負担を求めることがある。 

 

第４章 研究費の運営・管理等 

 

（研究費の適正な運営・管理活動） 

第３２条 研究費の事務処理手続に関しては、研究費を受け入れた研究者（以下「研究経費責任者」という。）が

責任を有し、不正防止計画を踏まえ、研究費の適正な執行を自ら行わなければならない。 

２ 前項を実施するため、研究経費責任者は、 定期的に研究費の執行状況を確認しなければならない。 

３ 前項において、執行に何らかの問題がある可能性を認識した担当事務職員等は、必要に応じて研究経費責任

者に対して執行上の問題点を確認するとともに、必要な場合は改善を求めることができる。 

４ コンプライアンス推進責任者は、不正な取引は構成員と業者の関係が緊密な状況で発生しがちであることに

鑑み、自己の管理する部局等において癒着を防止する対策を講じる。 

５ 国立大学法人東京医科歯科大学会計規程に定める経理責任者は、物品等において、物品検収センターによる

検収業務を省略する例外的な取扱いとする場合は、件数、リスク等を考慮し、抽出方法・割合等を適正に定め、

定期的に抽出による事後確認を実施する。 

６ 特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器の保守・点検等）に関して

は、内容に応じ適切に検収する。 

 

（不正取引業者への処分） 

第３３条 最高管理責任者は、不正な取引に関与した疑いのある業者について、国立大学法人東京医科歯科大学

固定資産及び物品調達要項の規定基づき取引停止等審査委員会に対し、審査及び必要な措置を行わせることがで

きる。 

２ 最高管理責任者は、取引業者に対して誓約書（様式２）の提出を求める。 

 

（研究費による被雇用者の労務管理） 

第３４条 コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督する部局等において、研究費により雇用した者の労

務管理関係書類・勤務内容の確認等を定期的に行わなければならない。この場合、一定割合の抽出による勤務場

所の巡回を併せて実施する。 

 

（換金性の高い物品） 

第３５条 研究経費責任者は、国立大学法人東京医科歯科大学物品管理要領の規定に係らず、換金性の高い物品

について当該研究費で購入したことを明示し、また、取得価格の多寡に依らず、所在がわかるよう管理しなけれ

ばならない。 
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（出張申請の実行状況等） 

第３６条 研究経費責任者は、研究者の出張申請の実行状況等の把握・確認をし、用務内容、訪問先、宿泊先、

面談者等が確認できる報告書等の提出を求め、重複受給がないか等も含め、用務の目的や受給額の適切性を確保

し、必要に応じて照会や出張の事実確認を行わなければならない。 

 

（相談窓口） 

第３７条 本学における研究費の使用に関するルール等について、学内外からの相談を受け付けるため、相談窓

口を財務部及び統合研究機構事務部に置く。 

２ 相談窓口の名称は研究費使用相談窓口とする。 

    

 

（実務担当者の情報共有・研修） 

第３８条 推進部署及び前条の相談窓口は、相談等を通じて蓄積された事例を整理・分析し、実務担当者間の情

報共有・共通理解の促進のための取組を行う。 

２ 推進部署は、モニタリングの結果等とともに、最高管理責任者に報告し、基本方針・内部規則等の見直しや

コンプライアンス教育の内容にフィードバックさせる。 

 

（内部監査） 

第３９条 監査室は、国立大学法人東京医科歯科大学内部監査規則（平成１７年規則第２５号）に基づき内部監

査を実施する。 

２ 研究費の運営・管理に係る内部監査の実施に関しては、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項に留

意して実施するものとする。 

(1) 毎年度定期的に、会計書類の形式的要件等が具備されているか等、財務情報に対する監査を一定数実施する

こと。 

(2) 研究費運営・管理体制及び不正経理防止体制を検証すること。 

(3) 不正が発生するリスクに対して重点的にサンプルを抽出し、抜き打ち等を含めた機動的な監査（リスクアプ

ローチ監査）を実施すること。 

(4) 不正発生要因の情報の提供を受ける等、推進部署と緊密に連携すること。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年１月２２日から施行する。 

附 則（平成２７年５月２１日規則第１３１号） 

この規則は、平成２７年５月２１日から施行する。 

附 則（平成２８年７月１日規則第１１１号） 

この規則は、平成２８年７月１日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２９年７月３１日規則第１０８号） 

この規則は、平成２９年７月３１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年７月１９日規則第５９号） 

この規則は、平成３０年７月１９日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 
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附 則（令和元年７月１日規則第７６号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則（令和２年１１月２６日規則第 号） 

この規則は、令和２年１１月２６日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

 

別表（部局長等一覧）   

部  局 部局長等 備  考 

統合研究機構 統合研究機構長 機構の各センターを

含む 

統合イノベーション推進機構 統合イノベーション推進機構長 機構の各センターを

含む 

統合情報機構 統合情報機構長   

統合国際機構 統合国際機構長   

大学院医歯学総合研究科（医

系）、医学部 

医学部長 
 

医学部附属病院 医学部附属病院長  

大学院医歯学総合研究科（歯

系）、歯学部 

歯学部長 歯学部附属病院を含

む 

大学院保健衛生学研究科 保健衛生学研究科長   

教養部 教養部長   

生体材料工学研究所 生体材料工学研究所長   

難治疾患研究所 難治疾患研究所長   

学生支援・保健管理機構 学生支援・保健管理機構長   

スポーツサイエンス機構 スポーツサイエンス機構長  

 

 



 

 

様式１  

（本学構成員） 

 

誓 約 書 

 

 

 私は、本学における研究活動に際して、国立大学法人東京医科歯科大学におけ

る研究者の行動規範（以下「行動規範」という。）、その他本学諸規則等を遵守し、

競争的研究資金の使用を含め、研究不正を行わないことを誓約いたします。 

 また、行動規範や学内諸規則等に違反して不正を行った場合は、大学や競争的

資金の配分機関からの処分及び法的な責任を負担することを理解し、公正な研究

活動の実施を誓約いたします。 

 
 
 

   年  月  日 

 
職員番号または学籍番号 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

所属部署・教育研究分野 

 

氏名           

 

 

 

  



 

 

様式２   

（取引業者様） 

 
 

誓 約 書 

 
 
 

 私は、国立大学法人東京医科歯科大学における研究活動に係る取引に際して、

下記のことについて誓約いたします。 

１）貴学会計規則等の諸規則・ルール等を遵守し、研究不正に関与しないこと 

 

２）貴学の内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に

協力すること 

 

３）貴学の調査等により不正が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分

を講じられても異議がないこと 

 

４）貴学の構成員から不正な行為の依頼等があった場合には、貴学通報窓口に通

報すること 

 

 年  月  日 

（法人名） 

 

（代表者）             ㊞ 
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